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特別徴収税額等通知書
の指定番号と宛名番号
を記入してください。

□１特別徴収継続の場合（転勤等により新勤務先で特別徴収を継続する）

新勤務先で月割額を何月分から徴収し、納入するかを記入してください。
その際、必ず新勤務先へ月割額をお伝えのうえご提出ください。

特別徴収税額等通知書（納税義務者用）の受け取りが電子の場合は、
必ず受給者番号の記入が必要です。

★提出期限は、該当の従業員等の異動があった月の翌月１０日まで。
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ヒガシオオサカ タロウ
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特別徴収税額等通知書
の指定番号と宛名番号
を記入してください。

□２一括徴収の場合（未徴収税額を退職手当等から一括徴収する）

135,800 111

※１月１日以降住所の異
　動があった場合は、最
　新の住所も記入してく
　ださい。（なお、海外
　へ転出される際は納税
　管理人の設定を必要と
　する場合があります。)

徴収予定額には、上記（ウ）の未徴収税額と同一の額を記入してください。

一括徴収する税額を何月分で納入するかを記入してください。
例）10月分までを特別徴収し、11月分から5月分までを11月分
　　月割額と併せて納入する場合は[11]月分と記入し、
　　上記（イ）徴収済税額は[10]月分まで
　　上記（ウ）未徴収税額は[11]月分から
　　として記入してください。

★提出期限は、該当の従業員等の異動があった月の翌月１０日まで。
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※死亡退職の場合は一括徴収ではなく普通徴収へ切り替えてください。
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特別徴収税額等通知書
の指定番号と宛名番号
を記入してください。

一括徴収しない場合は、該当理由番号を記入してください。
なお、未徴収税額分については普通徴収に切替え、後日、市役所より本人あてに納付書をお送りしますので、その旨を本人にお知らせください。
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□３普通徴収の場合（退職等の異動で未徴収税額を個人で納付する）

※１月１日以降住所の異
　動があった場合は、最
　新の住所も記入してく
　ださい。（なお、海外
　へ転出される際は納税
　管理人の設定を必要と
　する場合があります。)

★提出期限は、該当の従業員等の異動があった月の翌月１０日まで。
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